
令和８年度広島県「外国人材日本語学習支援業務」公募型プロポーザル説明書 

 

１　業務概要 

(1)　業務の目的 

　　　令和９年に施行が予定されている「育成就労制度」では、育成就労制度終了までに

日本語検定試験（ＪＬＰＴ）Ｎ４レベル相当の日本語講習の受講機会を企業が外国人

材に提供することが求められる。さらに、特定技能１号への移行要件として、日本語

検定試験（ＪＬＰＴ）Ｎ４レベル相当の合格が必須となる。 

　　　しかし、外国人材を雇用する県内企業の多くは、日本語学習に関する課題や不安を

抱えており、日本語学習支援が十分に行える環境が整備できていない状況にある。 

　　　そこで、外国人材受入企業における日本語学州支援体制の構築のためのコーチング

支援を実施するとともに、企業が日本語学習を体系的に理解する e-ラーニングシステ

ムを活用した外国人材への日本語学習教材の提供を行い、継続して日本語学習支援を

実施できる環境の整備や、外国人材の日本語能力の向上による特定技能１号への円滑

な移行を図っていく。 

(2)　業務内容 

別紙「令和８年度広島県「外国人材日本語学習支援業務」企画提案仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおり 

(3)　履行期間 

契約締結日から令和９年２月 26 日まで 

(4)　予算額 

８，４６５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２　注意事項 

(1)　公募型プロポーザル参加資格確認申請書提出期限 

令和８年３月５日（木）　午後５時 00 分 

(2)　仕様書等に対する質問書提出期限 

令和８年３月 13 日（金）　午後５時 00 分 

(3)　上記(2)に対する回答日等 

令和８年３月 16 日（月）までに、公募型プロポーザル参加者全員に回答する。 

ただし、質問・回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接にかかわるもの及び

軽微な質問については、質問者のみに回答する。 

(4)　提案書提出場所及び期限 

①　提案書提出場所 

広島県商工労働局雇用労働政策課 

　　②　提案書様式等 

　　　　企画提案書提出届（別記様式第５号）による。提案書の作成にあたっては、「令

和８年度広島県「外国人材日本語学習支援業務」提案書作成要領」を参照すること。

なお、見積書を添付すること。 

③　提案書提出期限 

令和８年３月 18 日（水）　午後５時 00 分 

④　その他 

(ｱ) 提案書の再提出は、上記③の提出期限内に限り認める。なお、提案書の部分的



 

な差替えは認めない。 

(ｲ) 提案書を取り下げる場合あるいは提案書提出期限後から契約締結までの間に参

加資格の条件を満たさなくなった場合は、取下願（別記様式第６号）を提出する

ものとし、取下願の受理をもって公募型プロポーザルの参加を辞退したものとす

る。 

また、取下願の提出があった場合でも、提出された書類は返却しない。 

(ｳ) 提出期限までに提案書を提出しない者は、辞退したものとみなす。 

(5)　公募型プロポーザル参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）について 

①　公募型プロポーザル参加希望者は公告で定める公募型プロポーザル参加資格要件

に応じ、申請書（別記様式第１号）、企業概要説明書（別記様式第２号）、機密デ

ータの保存等に関する申出書（別記様式第３号）、登記事項証明書（発行日が申請

日から３か月以内のもの）、広島県の納税証明書（発行日が申請日から３か月以内

のもの）、消費税及び地方消費税（国税）の納税証明書（発行日が申請日から３か

月以内のもの）及び財務諸表（最新決算年度の貸借対照表、損益計算書）を提出す

ること。 

②  申請書及び前号に定める必要な書類（以下「申請書等」という。）の作成に要す

る費用は、公募型プロポーザル参加希望者の負担とする。 

③  申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 

④  申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、

一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供す

るサービスでこれらに準じるものに限る。（民間宅配事業者のいわゆる「メール便」

はこれに当たらない。） 

　≪電子メールで提出する場合の送信先アドレス≫syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp 

    件名を「令和８年度広島県「外国人材日本語学習支援業務」公募型プロポーザル

参加資格確認申請」とし、送信後、提出先（広島県商工労働局雇用労働政策課）へ

電話により着信の確認を行うこと。 

　≪電話番号≫ 082-513-3411（ダイヤルイン） 

(6)　仕様書について 

①　仕様書等に対する質問がある場合は、上記「２(2)仕様書等に対する質問書提出期

限」までに、仕様書等に対する質問書（別記様式第４号）を、電子メールにより提

出すること。 

　≪送信先アドレス≫syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp 

    件名を「令和８年度広島県「外国人材日本語学習支援業務」公募型プロポーザル

に関する質問」とし、送信後、提出先（広島県商工労働局雇用労働政策課）へ電話

により着信の確認を行うこと。 

　≪電話番号≫ 082-513-3411（ダイヤルイン） 

②　上記の質問に対する回答については、公募型プロポーザル参加資格を有する者の

した質問にのみ回答する。 

(7)　最優秀者として選定されなかった者に対する理由説明等について 

①　最優秀者として選定されなかった者に対しては、その旨を書面により通知する。 



 

②　上記の通知を受けた者は、広島県商工労働局雇用労働政策課に対してその理由説

明を求めることができる。 

③　この説明を求める場合は、令和８年４月１日（水）午後５時 00 分までに、その旨

を記載した書類を提出すること。 

④　上記に対する回答は、令和８年４月２日（木）までに、書面により行う。 

(8)　支払条件 

業務完了後の一括払いとする。 

(9) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(10) 参加者の負担について 

公募型プロポーザル参加資格確認申請書等及び提案書の作成及び提出に関する費用

は、提出者の負担とする。 

(11) 指名除外措置等 

公募型プロポーザル参加資格確認申請書等及び提案書に虚偽の記載をした場合には、

提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請書及び提案書を無効とするとともに、

指名除外の措置を行うことがある。 

(12) 提出された提案書について 

　 ①　提案書提出後、県から提案書の内容について質問を行い、また補正を指示する場

合がある。 

②　提出された提案書は、返却しない。 

③　提案書は、本業務受託候補者の選定以外に提案書の提出者に無断で使用しないも

のとする。 

ただし、広島県情報公開条例に基づき公開する場合には、使用することがある。 

 

３　契約事項 

(1)　公募型プロポーザルに関する要領 

物品調達・委託役務業務公募型プロポーザル事務処理要領に基づき執行する。 

(2)  契約方法 

県は、最優秀提案書を選定した後、当該契約予定者と業務内容・委託料等について

協議の上、契約担当職員が別に定める予定価格の範囲内で、契約を締結する。この協

議の際、提出された提案書の内容を一部変更する場合がある。 

また、契約候補者との協議が整わない場合は、次点の企画提案者と協議を行い、契

約を締結することがある。 

(3)　契約事項に関する規則 

広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 

(4)　契約保証金 

公告に定めるとおり 

(5)　地方自治法第 234 条の３の規定に基づく長期継続契約 

適用なし 

４　添付書類 



 

□　公告の写し 

□　仕様書 

□　契約書（案） 

□　提案書作成要領 

□　評価基準 

□　公募型プロポーザル参加資格確認申請書（別記様式第１号） 

□　企業概要説明書（別記様式第２号） 

□　機密データの保存等に関する申出書（別記様式第３号） 

□　仕様書等に対する質問書（別記様式第４号） 

□　企画提案書提出届（別記様式第５号） 

□　取下願（別記様式第６号） 

 

 

 

 
【問い合わせ先】 

　広島県商工労働局雇用労働政策課　担当　古賀 

　電話　082-513-3411（ダイヤルイン）


